
精華町農業委員会会議録 

 

１、開会の日時                  平成 31年３月１日午後１時 30分 

 

２、開会の場所                       役場庁舎６階審議会室 

 

３、出席した委員は次のとおりです。 

        １番 竹内  清          ２番 井澤 茂治 

        ３番 宇井 忠朗          ４番 山本  功 

        ５番 中井 利治                  ６番 森島 隆詞 

                ７番 森本  豊                   ８番 上西 敏夫 

          ９番 浅田 清隆            10番 松尾 純一  

               11番 井上 和也                  12番  邦子 

        14番 太田 廣之 

                

４、欠席した委員は次のとおりです。 

                13番 岩井 三郎 

 

５、出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりです。 

           久保田博司             尾﨑 庄平 

               中川 重成             米澤 貞幸 

            杉島 勝久 

 

６、欠席した農地利用最適化推進委員は次のとおりです。 

        な し 

 

                      事務局   山口 治 

                            川畑由香里 

                            西置 雄一 

 

７、議案 

第１号議案  平成 30年度農用地利用集積計画（第 11次）の決定について 

報告第１号  農地法第４条の規定による届出の受理について 

報告第２号  農地法第５条の規定による届出の受理について 

 

８、署名委員 



        ２番 井澤 茂治          ３番 宇井 忠 朗 

 

９、閉会の日時                  平成 31年３月１日午後 2時 10分  



審議の経過 

議 長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成 31年第３回農業委員会総

会を開催させていただきます。 

     先日の農業委員研修には大変お忙しいところ、ご参加いただきまして誠にあり

がとうございました。お礼申し上げます。 

     それでは、ただいまの出席委員は 14 名中 13 名であり、過半数以上の出席があ

りますので、農業委員会等に関する法律第 27条３項により、総会が成立している

ことを報告します。また、農地利用最適化推進委員は５名の方に出席をいただい

ております。 

     ３月に入りまして気候も春めいてまいりました。委員の皆様には、お忙しい中、

農業委員会総会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

     本日の署名委員さんは、２番井澤委員、３番宇井委員のお二人にお願いいたし

ます。 

     それでは、ただいまから農地法の審議に入ります。 

 

議 長  第１号議案、平成 30 年度農用地利用集積計画（第 11 次）の決定についてを議

題とします。 

     それでは事務局、まず１番と２番の議案ですが、農業委員会等に関する法律第

31 条（議事参与の制限）により、竹内委員は議案審議を行う間、退席いただきま

すようお願いいたします。 

                                       （竹内委員退席） 

 

議 長  それでは事務局、１番と２番の議案について説明願います。 

 

事務局  説明。 

事務局  ２ページをお開きください。 

     説明。 

     場所については次のページをごらんください。 

     菱田圃場整備地区の東端に位置するところで京田辺市との境界付近でございま

す。 

     続いて２番です。 

     説明。 

     位置図につきましてもて、先ほど同様、６ページございまして、１番の案件の

西側に位置するところでございます。 

     以上です。 

 



議 長  はい、どうもありがとうございました。 

     それでは、本件の議案について審議をお願いいたします。何かご質問等ござい

ませんか。 

                                （異議なし） 

 

議 長  異議がないようですので、本件に対して採決をとらせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

                                （異議なし） 

 

議 長  それでは、賛成の方の挙手を願います。 

                               （賛成者全員） 

 

議 長  ありがとうございます。全員賛成でございます。１番と２番の議案は決定いた

しました。 

     竹内委員が着席するまでしばらくお待ちください。  

                                         （竹内委員着席） 

 

議 長  次に３番の議案ですが、農業委員会等に関する法律第 31 条（議事参与の制限）

により、岩井副会長は議案審議を行う間、退席いただきますようお願いいたしま

す。 

      

議 長  岩井副会長、まだ遅れておりますので。それでは事務局、３番の議案の説明を

願います。 

 

事務局  ２ページです。 

事務局  説明。 

     場所については次のページをごらんください。 

     里集会所の南に位置するところでございます。 

     以上です。 

 

議 長  はい、どうもありがとうございました。 

     それでは、本件の議案について審議をお願いいたします。何かご質問等ござい

ませんか。 

                                （異議なし） 

 

議 長  異議がないようですので、本件に対して採決をとらせていただきたいと思いま



す。よろしいでしょうか。 

                                （異議なし） 

 

議 長  それでは、賛成の方の挙手を願います。 

                               （賛成者全員） 

 

議 長  ありがとうございました。全員賛成でございます。３番の議案は決定いたしま

した。 

 

議 長  それでは、次に４番から８番の議案についてを議題とします。事務局、議案の

説明を願います。 

 

事務局  ３ページでございます。 

事務局  説明。 

     場所については次のページをごらんください。 

     東洋電機株式会社の南に位置するところでございます。一番北側のところに位

置しているところです。 

     続きまして、３ページにお戻りください。 

     説明。 

     場所については、10ページ及び 12ページをごらんください。 

     まず 10ページですが、４番の案件の南東に２筆。下狛前川 56と 57です。 

     続きまして 12ページです。相楽自動車の東側に１筆ございます。 

     ４ページをごらんください。 

     説明。 

     場所については次のページをごらんください。 

     町立ほうその保育所の西側に位置するところでございます。 

     ４ページにお戻りください。 

     説明。 

     場初については次のページをごらんください。 

     開き橋西交差点の南に位置するところで２筆ございます。 

     ４ページにお戻りください。 

     説明。 

     場所については次のページをごらんください。 

     北ノ堂集会所の北西に位置するところでございます。 

     以上です。 

 



議 長  はい、ありがとうございました。 

     それでは、本件の議案について審議をお願いいたします。何かご質問等ござい

ませんか。 

                                （異議なし） 

 

議 長  異議がないようですので、本件に対して採決をとらせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

                                （異議なし） 

 

議 長  それでは、賛成の方の挙手を願います。 

                               （賛成者全員） 

 

議 長  ありがとうございます。全員賛成でございます。４番から８番の議案は決定い

たしました。 

 

議 長  報告第１号、農地法第４条の規定による届出の受理について（専決処理につい

て）を報告します。 

     事務局、報告を願います。 

 

事務局  19ページです。 

     説明。 

     場所については次のページをごらんください。 

     菅井集会所の西側に位置するところでございます。 

     以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございました。 

     専決処理しました件ですが、この際、何か質問等ございませんか。 

                                （な  し） 

 

議 長  なければ、報告第１号を終わります。 

 

議 長  報告第２号、農地法第５条の規定による届出の受理について（専決処理につい

て）を報告します。 

     事務局、報告を願います。 

 

事務局  21ページです。 



     説明。 

     場所については次のページをごらんください。 

     狛田土地区画整理事業区域内に位置するところでございます。 

     以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございました。 

     専決処理しました件ですが、この際、何か質問等ございませんか。 

                                （な  し） 

 

議 長  なければ、報告第２号を終わります。 

 

議 長  議案書につきましては以上でございます。 

 

＜その他＞ 

 

議 長  それでは、最後になりましたが、次回の総会について、お諮りします。次回の

総会は、４月５日金曜日に開催したいと思いますが、皆さんのご都合はいかがで

しょうか。 

                                （異議なし） 

 

議 長  それでは、次回の総会を４月５日金曜日と決定いたします。後日、文書で通知

いたします。 

 

議 長  これをもって、本日の予定しておりました議事は全て終了いたしました。 

     委員の皆さん、長時間にわたり、慎重審議大変ご苦労さまでございました。 

     これをもって、総会を閉会させていただきます。 

     委員の皆さん、議事進行にご協力賜り大変ありがとうございました。 

                              時に午後２時 10分 

 

 


